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 ローン控除は昨年と全く同じ。来年は…︖ 
ローン控除は昨年と同様に 
今月は 2025 年度税制改正第 1 弾、
住宅ローン控除の改正について解説しま
す。 

住宅ローン控除については皆様お馴染み
の制度だと思いますが、2022 年に⼤きく
変更になり、元々2022〜2023 年の居
住に比し 2024〜2025 年の居住でロ
ーン残高上限が下がることになっていまし
たが、昨年度改正で 2024 年居住でも
「⼦育て特例対象個⼈」に限りローン残
高上限が下がらないこととされており、こ
の 1 年間不動産業界お得意の「今買っ
た方が得ですよ」のセールストークが使え
ていました。そして今回また 2025 年居
住の場合にも残高上限が下がらないこ
ととなりましたので、結局この 4 年間ほぼ
同じ制度になりました(笑) 

また、コロナのどさくさ紛れで対象となった
40 ㎡以上 50 ㎡未満の物件について
も「2025 年までに建築確認を受けた
省エネ性を満たす新築住宅」まで延⻑さ
れ、ほぼ恒久化する流れとなりそうです。 

来年はまた⼤幅な改正か 
なお、「⼦育て特例対象個⼈」とは①
夫婦のどちらかが 40 歳未満、または
②19 歳未満の扶養親族がいる⼈、
を指し、こちらも変更はありません。 

また、上図にあるとおり新築の場合、
2024 年 7 ⽉以降竣⼯した住宅で
省エネ性を満たしていないものは原則
ローン控除適⽤不可、となっていますの
で、今年の⼊居の新築物件で省エネ
性を満たしていないものはほぼローン
控除の適⽤がないことになります。ロー
ン控除については 2024/10 号で現制
度の再確認を⾏っていますのでそちらも
ご参照ください。 

前述のとおりローン控除の現制度は今
年で終わりとなります。来年からはまた
⼤幅に内容が改正されると思われます
が、今年の後半に取得した物件は
2026 年に居住開始すると新制度が
使える可能性が高いので有利選択がで
きる余地があります。年の後半にマイホ
ームを購入する方は要検討です。 

今月のコメント 
皆様、本年もよろしくお願いいたします。 

新事務所にもすっかり慣れ仕事に邁進し
ておりますが、まだこの辺りの土地勘がなく
たまに苦労します。今の事務所は外苑⻄
通り沿いなのですが、特に今の事務所の
辺りの通りを「⻘⼭キラー通り」と呼ぶそうで
す。なぜ⻘⼭キラー通りと呼ぶのかというと
昔墓地が近くにあったことから雑誌等で冗
談交じりにキラー通りと名付けて紹介したと
ころそれが浸透してしまった、ということのよう
ですが、お恥ずかしながら私はこの辺りに今
まで縁がなかったので名前すら聞いたことな
く、お客様から⻘⼭キラー通り沿いです
ね︖と聞かれても分かりませんとしかお答え
できませんでした。今後は外苑⻄通りでは
なく⻘⼭キラー通り沿いです、と紹介したい
と思います(笑) 

付近には神宮いちょう並木（まだ⾏けてお
りません(笑)）があったり、⻘⼭墓地があっ
たりするので、詳しい方は詳しいようでよくお
勧めのお店などを教えて頂いております。数
年もすれば多少詳しくはなると思いますの
で、いずれ付近のお勧めのお店など紹介で
きるようにしておきたいと思います。 
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